
 
 
 
 

「千葉市中小企業者事業継続給付金」の申請期間を延長します！ 
 
千葉市では、国が実施している持続化給付金等の対象外となる中小企業者を対象にした市独自の給付

金の申請受付を９月１４日から実施しています。 
このたび、現在の新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、１２月１４日までとしていた申請受

付期限を、令和３年１月１５日まで延長しますので、お知らせします。 
 

１ 申請受付期間の延長 
【変更前】令和２年９月１４日（月）～令和２年１２月１４日（月） 
【変更後】令和２年９月１４日（月）～令和３年  １月１５日（金） 

 
２ 現在までの申請状況（１１月２６日時点） 

申請件数 約９００件 
 
３ 問い合わせ先 

千葉市中小企業者事業継続給付金事務局（委託事業者 株式会社ＪＴＢ千葉支店） 
電話 ０４３－２０２－１８２１ 

 
４ 添付資料 

千葉市中小企業者事業継続給付金チラシ 
 

＜参考＞ 
千葉市中小企業者事業継続給付金について 

１ 事業の目的 
  国では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業収入が対前年同月比５０％以上減少し
ている事業者を対象に給付金を給付していますが、事業収入減少率が５０％未満で対象外となって
いる事業者も多数存在しています。 
そこで、国の給付金の対象外となる中小企業者を対象に、市内中小企業者の事業継続を支援する

ことを目的とします。 
 
２ 給付対象者 
（１）令和２年３月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する中小企業者等 
（２）国の持続化給付金及び千葉県中小企業再建支援金（事業収入減少率が５０％以上の場合）の給付

を受けていない者（申請を含む） 
（３）令和２年１月から申請月の前月までの間で、任意の一月の事業収入が、前年同月比２０％以上  

５０％未満減少している者（同期間中、事業収入が前年同月比５０％以上減少した月がある者を除
く） 

（４）引き続き千葉市内で事業継続の意思がある者 
 
３ 給付金額 
  １事業者あたり一律２０万円 
 
４ 申請方法 

オンライン又は郵送で申請 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での受付はありません。 

（１）オンライン申請 
   以下のホームページから申請してください。 
  ア 法人向け 

【ＵＲＬ】https://amarys-jtb.jp/chiba5/  
 

イ 個人向け 
【ＵＲＬ】https://amarys-jtb.jp/chiba6/  

   
（２）郵送申請 
   以下の宛先に必要事項を記入の上、郵送してください。（消印有効） 
   〒２６０－００１５ 千葉市中央区富士見２丁目１５番１１号 IMI千葉富士見ビル４階 

千葉市中小企業者事業継続給付金事務局 
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